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Ｑ１ 配偶者暴力に関する保護命令（以下「保護命令」という。）とは何ですか？ 

 

Ａ１ 相手方からの申立人に対する身体への暴力を防ぐため，裁判所が相手方に対

し，申立人に近寄らないよう命じる次の各決定です。 

下記(3)の子への接近禁止命令，下記 下記(5)

の電話等禁止命令は，被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するための

付随的なものですので，それだけが発令されることはなく，それが発令される

のは，申立人に対する接近禁止命令が同時に発令される場合か，既に発令され

ている場合に限ります。 

記 

(1) 接近禁止命令 

６か月間，申立人の身辺につきまとったり，申立人の住居（相手方と同居

していた住居を除きます。）や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命

令です。 

 

(2) 退去命令 

相手方と同居していた場合に，申立人が，同居していた住居から身の回り

の品を持ち出したり，転居等身の安全を確保するための措置を講じたりする

ために，相手方に対して，２か月間家から出ていくことを命じ，かつ同期間

その家の付近をうろつくことを禁止する命令（注１）です。 

 

（注１） 相手方に大きな不利益を与える内容であるため，前記(1)の接近

禁止命令とは異なり，期間が２か月に限定されています。２か月以

内に必要がなくなった場合には，別途，取消しの申立てを検討して

もらう必要があります。 

 

(3) 子への接近禁止命令 

子（注２）を幼稚園から連れ去られるなど，子に関して，申立人が相手方

に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに（注

３），６か月間，申立人と同居している子の身辺につきまとったり，住居や

学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。 

 

（注２） ここでいう「子」とは，被害者である申立人と同居中の成年に達

しない子に限られ，そうでない子は，下記(4)の「親族等」に該当

します。 

（注３） 子が暴力を振るわれるおそれがあるときに，命じられるものと誤

解されることがよくありますが，そうではありませんので，注意が

必要です。 

 

(4) 親族等への接近禁止命令 
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相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴

れるなど，その親族等に関して，申立人が相手方に会わざるを得なくなる状

態を防ぐため必要があると認められるときに（注４），６か月間，その親族

等の身辺につきまとったり，住居（その親族等が相手方と同居していた住居

を除きます。）や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。 

 

（注４） 親族等自身が暴力を振るわれるおそれがあるときに，命じられる

ものと誤解されることがよくありますが，そうではありませんの

で，注意が必要です。 

 

(5) 電話等禁止命令 

６か月間，相手方から申立人に対する面会の要求，深夜の電話やファクシ

ミリ送信，メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。 

 

 

Ｑ２ 保護命令に違反するとどうなりますか？ 

 

Ａ２ 保護命令に違反することは犯罪に該当し，逮捕・勾留されることもありま

す。刑事裁判になった場合には，１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金が

科せられることになります（注５）。 

 

（注５） 必ず逮捕・勾留されたり，刑事裁判になったりするわけではありま

せんし，また，刑事裁判になったとしても，必ず懲役又は罰金が科さ

れるわけではありません。 

 

Ｑ３ どういう場合に，保護命令を申し立てることができますか？ 

 

Ａ３ 配偶者等（内縁関係，同棲関係も含みます。注６）から，身体に対する暴力

を受けたこと又は生命身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり，

今後（身体に対する暴力を受けた後に離婚した場合又は内縁関係を解消した場

合も含みます。注７），配偶者からの更なる身体に対する暴力により，その生

命身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には，その被害者は保護命令

を申し立てることができます。 

 

（注６） ①ルームシェアなどの専ら交友関係に基づく共同生活，②グループ

ホーム，学生寮，社員寮などの福祉上，教育上，就業上等の理由によ

る共同生活，③専ら血縁関係，親族関係に基づく共同生活は除かれま

す。 

（注７） 身体に対する暴力を受けるなどしたのが，離婚後だけであるという

場合には，保護命令を発令することができません。 
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Ｑ４ 保護命令を申し立てることができるのは，誰ですか？ 

 

Ａ４ 被害者本人です（注８）。 

弁護士が，被害者の代理人となって申立てをすることはできますが，親族等

や子らが，被害者本人の代わりに申立てをしたり，被害者本人の代理人となっ

て申立てをしたりすることはできません。 

 

（注８） 資力のない方でも，法テラス広島（ＴＥＬ：０５０－３３８３－５

４８３）において，無料の法律相談を受けることができます。ご本人

で申立てをするとしても，あらかじめ，今後どうしたらいいのかにつ

いて，アドバイスを受けておくことは大変有益ですので，ご利用を検

討してください。 

なお，裁判所は，公平な立場から保護命令を認めるかどうかの判断

をする機関ですので，その性質上，被害者の方々に対し，アドバイス

をすることはできませんので，あらかじめご理解ください。 

 

Ｑ５ 広島県内で保護命令の申立てを行う場合，保護命令の申立先は，どこになる

のですか？ 

Ａ５ 保護命令を申し立てる裁判所は，①相手方の住所の所在地，②申立人の住

所・居所の所在地，③申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地によ

って決まります。 

 

広島地方裁判所本庁が申立先になる場合 

上記①ないし③のいずれかが，広島市，廿日市市，東広島市，三原市旧加茂

郡大和町，安芸高田市八千代支所の所管区域，大竹市，安芸郡，山県郡である

場合は，〒７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀２－４３ 広島地方裁判所

民事第４部保全・保護命令係（ＴＥＬ：０８２－５０２－１３９１）が申立先

になります。 

 

広島地方裁判所呉支部が申立先になる場合 

上記①ないし③のいずれかが，呉市，江田島市，竹原市，豊田郡（大崎上島

町）である場合は，〒７３７－０８１１ 広島県呉市西中央４丁目１番４６号 

広島地方裁判所呉支部保護命令係（ＴＥＬ：０８２３－２１－５１３９）が申

立先になります。 

 

広島地方裁判所尾道支部が申立先になる場合 

上記①ないし③のいずれかが，尾道市，三原市（大和町を除く。），世羅郡

世羅町（せらにし支所の所管区域を除く。）である場合は，〒７２２－００１

４ 広島県尾道市新浜１丁目１２番４号 広島地方裁判所尾道支部保護命令係

（ＴＥＬ：０８４８－２２－５２９２）が申立先になります。 
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広島地方裁判所福山支部が申立先になる場合 

上記①ないし③のいずれかが，福山市，神石郡，府中市，三次市のうち甲奴

支所の所管区域，庄原市のうち旧総領町である場合は，〒７２０－００３１ 

広島県福山市三吉町１丁目７番１号 広島地方裁判所福山支部保護命令係（Ｔ

ＥＬ：０８４－９２３－２８２５）が申立先になります。 

 

広島地方裁判所三次支部が申立先になる場合 

上記①ないし③のいずれかが，三次市（甲奴町を除く。），庄原市（総領町

を除く。），安芸高田市のうち甲田町，高宮町，美土里町，向原町，吉田町，

世羅郡世羅町のうち小国，上津田，黒川，下津田，中，長田，山中福田，吉原

である場合は，〒７２８－００２１ 広島県三次市三次町１７２５－１  広

島地方裁判所三次支部（ＴＥＬ：０８２４－６３－５１４２）が申立先になり

ます。 

 

Ｑ６ 広島地方裁判所に保護命令の申立てをする場合，費用はどのくらいかかりま      

すか？ 

 

Ａ６ 申立手数料として１０００円の収入印紙を申立書に貼付し，また，郵便切手

を合計２５００円分（内訳５００円切手３枚，２８０円切手１枚，１００円切

手２枚，８２円切手５枚，１０円切手１０枚，１円切手１０枚）を提出するこ

とが必要です。 

 

Ｑ７ 保護命令を申し立てる前に，何かしなければならないでしょうか？ 

 

Ａ７ まず，配偶者暴力相談支援センター又は警察署（生活安全課等）に相談に行

っておく必要があります（相談に行っていない場合には，原則として，申立て

は認められません。）。子への接近禁止命令又は親族への接近禁止命令の発令

を申し立てようと考えている場合には，上記の相談の段階で，これらの命令が

必要と考えられる事情についても話しておく必要があります。 

   広島県内で要件を満たす相談先は，次のとおりです。 

① 警察署（生活安全課等） 

② 広島市配偶者暴力相談支援センター 

・女性相談員による相談〔ＴＥＬ：０８２－５４５－７４９８〕 

・土・日ＤＶ電話相談〔ＴＥＬ：０８２－２５２－５５７８〕 

③ 広島県西部こども家庭センター 

・婦人相談員による相談〔ＴＥＬ：０８２－２５４－０３９１〕 

・休日・夜間電話相談〔ＴＥＬ：０８２－２５４－０３９９〕 

④ 広島県東部こども家庭センター 

・婦人相談員による相談〔ＴＥＬ：０８４－９５１－２３７２〕 

⑤ 広島県北部こども家庭センター 
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・婦人相談員による相談 

〔ＴＥＬ：０８２４－６３－５１８１（内線２３１３）〕 

 

Ｑ８ 保護命令を申し立てる場合には，どのような書類等を作成することが必要で

しょうか？ 

 

Ａ８ 保護命令申立書（別添１）に必要事項を記入し，同一のものを２部（裁判所

が使用するものと相手方に送付するものの２部が必要です。）提出する必要が

あります。 

なお，鉛筆書きでは消えてしまう可能性がありますので，鉛筆書きで原稿を

作成した場合には，必ずコピーを２部取り，これを提出するようにしてくださ

い。 

 

Ｑ９ 保護命令申立書（別添１）には，申立人の住所を記載する欄がありますが，

現在の住所（避難先等）を相手方に秘密にしたい場合には，どうすればよいで

しょうか？ 

 

Ａ９ 保護命令申立書は，相手方に送付することになりますので，相手方に秘密に

したい現在の住所（避難先等）を書くことは，適当ではありません。例えば，

かつて相手方と同居していた際の住所を記載することにより，現在の住所（避

難先等）を相手方に秘密にする方法等があります。このような場合の住所の記

載方法については，申立書を裁判所に持参する際に，裁判所にご相談くださ

い。 

 

Ｑ10 保護命令を申し立てる場合には，どのような書類を添付し，提出する必要が

ありますか？ 

 

Ａ10 次の添付資料及び証拠資料を提出することが必要です。 

ア 法律上又は事実上の夫婦であることを証明する資料（裁判所が使用する

もの〔市役所等で入手した現物が必要です。〕と相手方に送付するもの

〔コピーで大丈夫です。〕の２部が必要です。） 

 

例）申立人と相手方の両方の戸籍謄本，住民票（マイナンバーの記載のない

もの。マスキング不可。） 

 

   イ 同棲関係にあることを証明する資料（裁判所が使用するもの〔市役所等

で入手した現物が必要です。〕と相手方に送付するもの〔コピーで大丈夫

です。〕の２部が必要です。） 

 

例）申立人と相手方の両方の住民票（マイナンバーの記載のないもの。マス
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キング不可。），生活の本拠における交際の関係にあることを示す写真，

メール又は手紙，住居所における建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書

の写し，電気料金・水道料金・電話料金の支払請求書の写しなど 

 

 暴力・脅迫を受けたことを証明する資料（最も重要です。裁判所が使用す

るもの〔現物が必要です。〕と相手方に送付するもの〔コピーで大丈夫で

す。〕の２部が必要です。） 

 

例）負傷していることの診断書，負傷部位の写真，負傷した経過についての

被害者の詳細な陳述書等 

 

 相手方から今後身体的暴力を振るわれて生命，身体に重大な危害を受ける

おそれが大きいことを証明する資料（裁判所が使用するもの〔現物が必要で

す。〕と相手方に送付するもの〔コピーで大丈夫です。〕の２部が必要で

す。） 

 

例）被害者の陳述書，夫婦の関係をよく知る第三者の陳述書等 

 

 子への接近禁止命令を求める場合であって，その子が１５歳以上のときに

は，①その子の同意書（別添２），②その同意書の署名が，その子本人によ

るものであることを確認することができるもの（その子が書いた学校のテス

トや手紙等）（①②とも，裁判所が使用するもの〔現物が必要です。〕と相

手方に送付するもの〔コピーで大丈夫です。〕の２部が必要です。） 

 

 親族等への接近禁止命令を求める場合には，①その親族等の同意書（別添

３，注９），②その同意書の署名押印が，その親族等本人によるものである

ことを確認することができるもの（その親族等の印鑑証明書，その親族等が

書いた手紙等。注９），③その親族等と申立人本人との身分関係を明らかに

する戸籍謄本，住民票（マイナンバーの記載のないもの。マスキング不

可。）等（注９），④その親族等への接近禁止命令が必要である事情を明ら

かにする証拠（その親族等作成の陳述書等）（上記①～③とも，裁判所が使

用するもの〔現物が必要です。〕と相手方に送付するもの〔コピーで大丈夫

です。〕の２部が必要です。） 

 

（注９） 親族等が１５歳未満の場合又は成年被後見人の場合には，上記①

～③の代わりに，④その法定代理人の同意書，⑤その同意書の署名

押印が，その法定代理人によるものであることを確認することがで

きるもの（その法定代理人の印鑑証明書，その法定代理人が書いた

手紙等），⑥その法定代理人の資格証明書（１５歳未満の場合は戸

籍謄本，成年被後見人の場合は後見登記の登記事項証明書）（上記



7 

 

④～⑥とも，裁判所が使用するもの〔現物が必要です。〕と相手方

に送付するもの〔コピーで大丈夫です。〕の２部が必要です。） 

 

Ｑ11 相手方に秘密にしたい現住所等が証拠書類等に記載されているのですが，ど

うすればよいでしょうか？ 

 

Ａ11 提出した証拠書類等は，相手方に送付することになりますので，相手方に秘

密にしたい現住所等が証拠書類等に記載されている場合に，それをそのまま証

拠書類等として提出することは，適当ではありません。相手方に秘密にしたい

現住所等が証拠書類等に記載がされている場合には，それをそのまま証拠書類

等として提出するのではなく，その部分を黒塗りしたコピーを作成し，そのコ

ピーを証拠書類等として提出してください。 

 

Ｑ12 保護命令を申し立てると，その後，どのように手続が進みますか？ 

 

Ａ12 ①申立ての日又はその翌日頃，申立人の面接を実施し，②その１週間後頃

に，相手方の意見を聴取するための面接を実施し（申立人は，相手方の面接の

日に出席する必要はありません。逆に，その日には，裁判所の近辺に近寄らな

いことをお勧めします。），③裁判所は，相手方の面接の日の後，早ければそ

の当日に，保護命令の申立てに対する判断をします。 

 

Ｑ13 保護命令の申立てが却下されるのは，どのような場合ですか？ 

 

Ａ13 保護命令は，裁判官が証拠に基づいて行う裁判ですので，その裏付けとなる

証拠が不十分である場合，例えば，暴力・脅迫を受けたことを証明する資料と

して，陳述書くらいしか存在せず，負傷していることの診断書，負傷部位の写

真，脅迫されたことの録音媒体等の客観的なものが存在しないであるとか，暴

力・脅迫を受けたことを証明する資料として，客観的なものは存在しているけ

れども，暴力・脅迫を受けたのが，申立てよりも数か月以上前であるなどの場

合には，保護命令の申立てが却下されることがないわけではありません。 

 

Ｑ14 保護命令の申立てが却下された場合，どうすればよいのでしょうか？ 

 

Ａ14 判断を見直して，保護命令を認めてほしいとお考えの場合には，広島高等裁

判所に対して，不服（即時抗告といいます。）を申し立てることができます。 

また，配偶者暴力相談支援センター（Ｑ７を見てください。）又は法テラス

広島（Ｑ４の注８を見てください。）に相談してみることもできます。 

 


